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新旧対照表（本編） 

頁 現行計画 修正計画 

 第１編 総則 

第４節 壱岐市の地勢と災害要因、災害記録 

 

（略） 

 

４ 災害記録 

（略） 

 

（２）火災（追加） 

年 

別 

火 災 種 別 損 害 額 （千円） 被   害   状   況 

計 
建
物 

林
野 

車
両 

船
舶 

そ
の
他 

計 
建 

物 

林
野 

車両 
船 

舶 

そ 

の 

他 

焼 損 棟 数 り 災 世 帯 り
災
人
員 

損傷面積 死傷者数 

計 
全
焼 

半
焼 

部
分
焼 

ぼ
や 

計 
全
損 

半
損 

小
損 

建物 

(㎡) 

林野 

(a) 

死
者 

傷 

者 

平成

25

年 

30 8 6 0 0 16 
100,08

0 

100,08

0 
0 0 0 0 10 4 3 2 1 7 4 1 2 17 768 22 0 4 

平成

26

年 

27 8 4 0 0 15 16,959 16,927 0 30 0 2 14 5 0 5 4 5 3 0 2 9 462 8 1 2 

平成

27

年 

23 6 2 1 1 13 18,207 2,573 0 18 15,228 388 6 3 0 0 3 4 0 0 4 4 79 2 0 0 

平成

28

年 

20 4 4 0 1 11 10,816 9,385 0 0 1,423 8 4 1 2 0 1 6 1 4 1 11 266 2 0 2 

平成

29

年 

24 5 6 1 1 11 27,875 23,884 0 137 3,264 590 10 4 2 1 3 2 2 0 0 4 655 6 2 3 

平成

30

年 

36 7 8 0 1 20 
562,71

5 
5,298 49 0 

557,33

7 
31 10 2 0 4 4 6 1 0 5 17 

26,12

9 

4,36

5 
2 1 

令和

元年 
28 6 13 0 0 9 59,917 59,472 0 182 0 263 5 4 0 0 1 3 2 0 1 5 

488.9

8 

13.8

4 
1 0 

令和

２年 
28 6 13 0 0 9 34,314 34,307 0 0 0 7 13 4 2 6 1 5 2 0 3 10 

652.3

0 

34.7

3 
0 1 

令和

３年 
21 6 6 0 0 9 30,244 29,990 0 0 0 254 12 6 2 1 3 3 2 0 1 5 

330.5

5 
2.70 0 1 

令和

４年 
44 10 11 0 1 22 14,229 14,027 0 4 0 268 12 3 2 1 6 7 1 1 5 11 

208.0

0 

34.0

0 
1 2 

（追加） 
 

第１編 総則 

第４節 壱岐市の地勢と災害要因、災害記録 

 

（略） 

 

４ 災害記録 

（略） 

 

（２）火災（過去５年間） 

年 

別 

火 災 種 別 損 害 額 （千円） 被   害   状   況 

計 
建
物 

林
野 

車
両 

船
舶 

そ
の
他 

計 
建 

物 

林
野 

車両 
船 

舶 

そ 

の 

他 

焼 損 棟 数 り 災 世 帯 り
災
人
員 

損傷面積 死傷者数 

計 
全
焼 

半
焼 

部
分
焼 

ぼ
や 

計 
全
損 

半
損 

小
損 

建物 

(㎡) 

林野 

(a) 

死
者 

傷 

者 

（削除） 

令和

２年 
28 6 13 0 0 9 34,314 34,307 0 0 0 7 13 4 2 6 1 5 2 0 3 10 

652.3

0 

34.7

3 
0 1 

令和

３年 
21 6 6 0 0 9 30,244 29,990 0 0 0 254 12 6 2 1 3 3 2 0 1 5 

330.5

5 
2.70 0 1 

令和

４年 
44 10 11 0 1 22 14,229 14,027 0 4 0 268 12 3 2 1 6 7 1 1 5 11 

208.0

0 

34.0

0 
1 2 

令和

５年 
35 9 8 1 2 15 28,897 24,273 0 11 4,605 8 16 7 2 2 5 7 3 0 4 19 710 12 1 5 

令和

６年 
27 4 1 0 3 19 25,809 19,669 

0 

 

0 

 
6,128 12 6 3 0 1 2 3 2 0 1 4 

245.0

0 
1.00 2 1 
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 第２編 風水害対策編 

第１章 災害予防計画 

第１節 風水害に強いまちづくり 

 

（略） 

 

３ 土砂災害予防対策 

 

（略） 

 

（５）土砂災害に関する避難体制の整備 

（略） 

(ｲ) 消防団の名称及び管轄区域 

① 郷ノ浦地区                    （R6.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 人口 
団員１名に 

対する人口 

地区本部 郷ノ浦町全域 17 8,941 525.94 

機動分団 郷ノ浦町全域 26 8,941 343.88 

第１分団 武生水地区 26 4197 161.42 

第２分団 渡良地区 31 1119 36.10 

第３分団 柳田地区 21 791 37.67 

第４分団 沼津地区 22 855 34.86 

第５分団 志原地区 22 969 38.86 

第６分団 初山地区 33 969 29.36 

第 7 分 団 三島地区 38 243 6.39 

（）内は女性団員 

 
② 勝本地区                     （R6.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 人口 
団員１名に 

対する人口 

地区本部 勝本町全域 15 4,659 310.60 

第１分団 勝本浦東部 19 771 40.58 

第２分団 勝本町全域 12 4,659 388.25 

第３分団 勝本浦西部 18 893 49.61 

第４分団 東、新城地区 23 787 34.22 

第５分団 仲、西戸、大久保、坂本地区 29 910 31.38 

第２編 風水害対策編 

第１章 災害予防計画 

第１節 風水害に強いまちづくり 

 

（略） 

 

３ 土砂災害予防対策 

 

（略） 

 

（５）土砂災害に関する避難体制の整備 

（略） 

(ｲ) 消防団の名称及び管轄区域 

① 郷ノ浦地区                    （R7.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 

（削除） 

地区本部 郷ノ浦町全域 20(11) 

機動分団 郷ノ浦町全域 28 

第１分団 武生水地区 25 

第２分団 渡良地区 30 

第３分団 柳田地区 17 

第４分団 沼津地区 22 

第５分団 志原地区 23 

第６分団 初山地区 32 

第 7 分 団 三島地区 39(4) 

（）内は女性団員 

 

② 勝本地区                     （R7.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 

（削除） 

地区本部 勝本町全域 13 

第１分団 勝本浦東部 19 

第２分団 勝本町全域 12 

第３分団 勝本浦西部 17 

第４分団 東、新城地区 24 

第５分団 仲、西戸、大久保、坂本地区 28 
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第６分団 立石、湯ノ本、湯ノ浦、本宮南 36 806 22.39 

第 7分団 
百合畑、布気、上場、本宮(仲、東、

西) 
24 492 20.50 

 

③ 芦辺地区                     （R6.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 人口 
団員１名に 

対する人口 

地区本部 芦辺町全域 3 6,651 2,217.00 

第１分団 
芦辺浦地区全域及び諸吉の一部  

（大石、吉ヶ久保） 
32 841 26.28 

第２分団 

機 動 隊 

八幡浦地区全域及び棚江の一部 

（外海外原線、真竹外海線以東） 
27 657 24.33 

第３分団 

諸吉地区一円 

（大石、緑ヶ丘、吉ヶ久保、棚江の一部を

除く） 

29 987 34.03 

第４分団 深江地区全域 20 487 24.35 

第５分団 中野郷地区全域（緑ヶ丘を除く） 19 419 22.05 

第６分団 湯岳地区全域 12 237 1975 

第７分団 住吉地区全域 10 276 27.60 

第８分団 国分地区全域 14 401 28.64 

第９分団 瀬戸浦地区 21 418 19.90 

第10分団 瀬戸浦地区 41 743 18.12 

第11分団 箱崎地区全域 33 1,185 18.12 

 

④ 石田地区                     （R6.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 人口 
団員１名に 

対する人口 

地区本部 石田町全域 11 3,795 345.00 

第１分団 
印通寺浦地区（君ヶ浦西、君ヶ浦東、田

ノ中、本町、祝町） 
26 1,100 42.31 

第２分団 石田、筒城、山崎地区全域 40 1,659 41.48 

第３分団 池田、久喜、湯岳地区全域 45 1,036 23.02 
 

第６分団 立石、湯ノ本、湯ノ浦、本宮南 35 

第 7分団 
百合畑、布気、上場、本宮(仲、東、

西) 
24 

 

③ 芦辺地区                     （R7.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 

（削除） 

地区本部 芦辺町全域 2 

第１分団 
芦辺浦地区全域及び諸吉の一部  

（大石、吉ヶ久保） 
31 

第２分団 

機 動 隊 

八幡浦地区全域及び棚江の一部 

（外海外原線、真竹外海線以東） 
26 

第３分団 

諸吉地区一円 

（大石、緑ヶ丘、吉ヶ久保、棚江の一部を

除く） 

29 

第４分団 深江地区全域 20 

第５分団 中野郷地区全域（緑ヶ丘を除く） 19 

第６分団 湯岳地区全域 11 

第７分団 住吉地区全域 10 

第８分団 国分地区全域 14 

第９分団 瀬戸浦地区 21 

第10分団 瀬戸浦地区 40 

第11分団 箱崎地区全域 33 

 

④ 石田地区                     （R7.4.1現在） 

分団 管轄区域 団員数 

（削除） 

地区本部 石田町全域 9 

第１分団 
印通寺浦地区（君ヶ浦西、君ヶ浦東、田

ノ中、本町、祝町） 
25 

第２分団 石田、筒城、山崎地区全域 40 

第３分団 池田、久喜、湯岳地区全域 42 
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 第２編 風水害対策編 

第１章 災害予防計画 

第 10節 避難収容対策 

 

（略） 

 

＜指定避難所の指定＞ 

【規模条件】被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有するものであること。 

※被災者等の生活の場となることを踏まえ、当該避難所での受入が見込まれる被災者等の数に対し、十分な面

積を有すること（１人当たり概ね２㎡以上を確保する。）。 

民家等は望ましくない。 

第２編 風水害対策編 

第１章 災害予防計画 

第 10節 避難収容対策 

 

（略） 

 

＜指定避難所の指定＞ 

【規模条件】被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有するものであること。 

※被災者等の生活の場となることを踏まえ、当該避難所での受入が見込まれる被災者等の数に対し、十分な面

積を有すること（１人当たり概ね 3.5㎡以上を確保する。）。 

民家等は望ましくない。 
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 第２編 風水害対策編 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動対策の確立 

 

１ 防災組織体制の設置 

 （１）災害警戒本部の設置 

  （略） 

 ア 災害警戒本部の構成 

   災害警戒本部（本庁）の構成は、次のとおりである。 

(ｱ) 本 部 長  総務部長 

(ｲ) 副本部長  企画振興部長、農林水産部長、建設部長、市民部長、保健環境部長 

 

(ｳ) 本部要員  総務部、企画振興部、農林水産部、建設部、市民部、保健環境部、教育委員会の職員 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 風水害対策編 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動対策の確立 

 

１ 防災組織体制の設置 

 （１）災害警戒本部の設置 

  （略） 

 ア 災害警戒本部の構成 

   災害警戒本部（本庁）の構成は、次のとおりである。 

(ｱ) 本 部 長  総務部長 

(ｲ) 副本部長  総務部次長、地域振興部長、地域振興部次長、市民部長、保健環境部長、産業推進部長、 

建設部長、教育次長 

(ｳ) 本部要員  総務部、地域振興部、市民部、保健環境部、産業推進部、建設部、教育委員会の職員で別に

定める。 

 

（略） 
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 （４）災害対策本部の組織 

    

 

 （５）災害対策本部各部の所掌事務 

対策部等 班（課等）名 掌  握  事  務 

総務 

総務部長 

総務対策班 

危機管理課 

・災害対策本部の設置・運営に関すること。 

・原子力災害合同対策協議会に関すること。 

 （４）災害対策本部の組織 

  

 

 （５）災害対策本部各部の所掌事務 

対策部等 班（課等）名 掌  握  事  務 

総務部 

総務部長 

総務対策班 

 （削除） 

・災害対策本部の設置・運営に関すること。 

（削除） 
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総務課 ・災害状況の把握及び伝達に関すること。 

・国県に対する報告及び連絡調整に関すること。 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

（追加） 

・自衛隊等の災害派遣要請に関すること。 

（追加） 

・告知放送システムの運用及びその他の通信の確保に

関すること。 

・災害時における職員等の動員、派遣及び応援に関する

こと。 

（追加） 

・報道機関との連絡調整、被害状況の発表に関するこ

と。 

・災害関係の広報に関すること。 

・緊急輸送に関すること。 

・交通機関との連絡調整に関すること。 

・災害時における交通安全に関すること。 

・臨時ヘリポートの設置に関すること。 

（追加） 

・災害記録、写真に関すること。 

 

 

 

 

財政班 

財政課 

管財課 

SDGs未来課 

会計課 

・総務部関係の被害報告関係のとりまとめ及び応急対

策の連絡調整に関すること。 

・庁舎の応急対策に関すること。 

（追加） 

 

 

 

（追加） （追加） 

 

 

 

 

 

企画振興 

企画振興部長 

情報管理班 

 情報管理課 

政策企画課 

・企画振興部関係の被害報告関係のとりまとめ及び応

急対策の連絡調整に関すること 

観光商工班 

観光課 

商工振興課 

・商工業者の被害調査及び応急対策に関すること。 

・観光客の安全に関すること。 

・必要物資等の確保あっせんに関すること。 

・商工業者の災害金融に関すること。 

 

市民 

市民部長 

調査班 

税務課 

・避難所の運営支援に関すること。 

・住家の被害認定調査 

 

総務課 ・災害状況の把握及び伝達に関すること。 

・国県に対する報告及び連絡調整に関すること。 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

・現地災害対策本部に関すること。 

・市防災会議との連絡調整に関すること（各部局、関係

機関及び団体）。 

・応援要請に関すること。 

・自衛隊等の災害派遣要請に関すること。 

・応援要員の宿泊に関すること。 

・本部長の命令伝達に関すること。 

・告知放送の運用及びその他の通信の確保に関するこ

と。 

・災害時における職員等の動員、派遣及び応援に関する

こと。 

・気象予警報の受理伝達に関すること。 

・報道機関との連絡調整、被害状況の発表に関するこ

と。 

・災害に関する広報に関すること。 

・緊急輸送に関すること。 

・災害時における交通安全及び防犯に関すること。 

・交通機関との連絡調整に関すること。 

・臨時ヘリポートの設置に関すること。 

・三島航路の確保に関すること。 

（削除） 

財政班 

財政課 

（削除） 

会計課 

・災害経費の予算措置に関すること。 

・応急対策物品資材の購入に関すること。 

・緊急経費の支払いに関すること。 

・庁用自動車の配車に関すること。 

・庁舎の応急対策に関すること。 

・市有財産営造物等の災害対策に関すること。 

・災害時の物品の出納に関すること。 

情報管理班 

 一緒に推進課 

・災害記録及び写真に関すること。 

・電算機器、システムの被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

・光ケーブル施設の応急対策に関すること。 

・市外における被害状況の集収に関すること。 

・電算資料の作成に関すること。 

地域振興部 

地域振興部長 

（削除） （削除） 

地域振興班 

観光課 

地域共創課長 

文化スポーツ

振興課 

・公園及び観光施設の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

・体育施設の災害時応急利用に関すること。 

・観光客の安全に関すること。 

・文化財の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

市民部 

市民部長 

調査班 

税務課 

・家屋の被害状況調査に関すること。 

・避難所の運営支援に関すること。 

・減税措置に関すること。 
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市民福祉班 

市民福祉課 

いきいろ子ど

も未来課 

保護課 

保育所 

老人ホーム 

・市民部関係の被害報告関係のとりまとめ及び応急対

策の連絡調整に関すること。 

・災害救助法に関すること。 

・罹災証明書の交付に関すること 

・義援金の交付、保管及び配布に関すること。 

・安否確認に関すること。 

・避難所の設置、避難者の収容に関すること。 

・食料、必要資材の調達及び炊き出し等に関すること。 

・福祉施設及び要援護者の被害調査及び応急対策に関

すること。 

・保育所入園児の安全対策に関すること。 

・災害援助物資の受入れ、供給に関すること。 

（追加） 

・ボランティアの受入れに関すること。 

（追加） 

・生活福祉資金に関すること。 

保健環境 

保健環境部長 

環境衛生班 

環境衛生課 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

・環境衛生関連施設の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

・緊急時モニタリングに関すること。 

（追加） 

 

 

 

 

健康保健班 

保険課 

健康増進課 

・保健環境・病院部の被害報告関係のとりまとめ及び応

急対策の連絡調整に関すること。 

・医療施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・医療救護班の編成に関すること。 

・医療救護所の設置に関すること。 

・医薬品、衛生材料の調達に関すること。 

（追加） 

・食品衛生に関すること。 

・被災者の健康調査及びメンタルヘルスに関すること。 

・日本赤十字社との連絡に関すること。 

・応急医療救護に関すること。 

（追加） 

 

 

 

農林水産 

農林水産部長 

農林班 

農林課 

農業委員会 

・農林関係のとりまとめ及び応急対策の連絡調整に関

すること。 

・農協等の関係機関との連絡調整に関すること。 

・農作物被害の収集及び災害対策に関すること。 

・農林災害金融関すること。 

・肥料、土壌改良資材、倍土の使用・生産・流通自粛要 

請等に関すること。 

・農林畜産物の出荷制限に関すること。 

・農作物、飼料作物の作付制限に関すること。 

市民福祉班 

市民福祉課 

子育て支援課 

保護課 

（削除） 

・災害救助法に関すること。 

・罹災証明書の交付に関すること。 

（削除） 

・安否確認に関すること。 

・避難所の設置、避難者の収容に関すること。 

・食料、必要資材の調達及び炊き出し等に関すること。 

・福祉施設及び要援護者の被害調査及び応急対策に関

すること。 

・保育所入園児の安全対策に関すること。 

・災害援助物資の受入れ、供給に関すること。 

・罹災者の生業支援に関すること。 

・ボランティアの受入れに関すること。 

・遺体の収容に関すること。 

・生活福祉資金に関すること。 

 

保健環境部 

保健環境部長 

環境衛生班 

環境衛生課 

（削除） 

・環境衛生関連施設の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

（削除） 

・廃棄物の処理に関すること。 

・廃棄物の緊急収集計画、運搬及び処分に関すること。 

・倒壊家屋等の仮集積場の確保に関すること。 

・仮設トイレの設置に関すること。 

・し尿の応急収集計画及び処理に関すること。 

健康保健班 

保険課 

長寿支援課 

健康増進課 

（削除） 

・医療施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・医療救護班の編成に関すること。 

・医療救護所の設置に関すること。 

・医薬品、衛生材料の調達に関すること。 

・防疫に関すること。 

・食品衛生に関すること。 

・被災者の健康調査及びメンタルヘルスに関すること。 

・日本赤十字社との連絡に関すること。 

（削除） 

・長崎県立壱岐病院における応急医療救護に関するこ

と。 

・高齢者福祉施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

・ひとり暮らし高齢者の生活支援に関すること。 

産業推進部 

 産業推進部長 

農林班 

農林課 

農業委員会 

・農産物、農業畜産林業施設及び農地の被害状況調査

及び応急対策に関すること。 

・農林災害金融に関すること。 

・肥料、土壌改良資材、倍土の使用・生産・流通自粛要

請等に関すること。 

・農林畜産物の出荷制限に関すること。 

・農作物、飼料作物の作付制限に関すること。 

・家畜、家きん、家きん卵等の移動制限に関すること。 

・家畜飼料の移動及び給与制限に関すること。 
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・家畜、家きん、家きん卵等の移動制限に関すること。 

・家畜飼料の移動及び給与制限に関すること。 

・家畜の避難に関すること。 

・家畜糞尿の処理、堆肥の移動及び利用制限に関するこ

と。 

 

家畜衛生班 

家畜診療所 

・家畜の被害状況調査に関すること。 

 

 

 

水産班 

水産課 

・水産関係の被害報告のとりまとめ及び応急対策の連

絡調整に関すること。 

（追加） 

・漁協等関係機関との連絡調整に関すること。 

（追加） 

・水産物の出荷制限に関すること。 

・漁業災害金融に関すること。 

 

 

（追加） （追加） 

 
 

建設 

建設部長 

土木班・管理班 

建設課 

・建設部の被害報告関係のとりまとめ及び応急対策の

連絡調整に関すること。 

（追加） 

・応急対策資材の確保に関すること。 

・交通途絶時の迂回路の確保に関すること。 

（追加） 

・応急仮設住宅の建設及び入居に関すること。 

（追加） 

・仮設住宅の設計及び工事監理に関すること。 

・災害時における道路及び橋梁の使用に関すること。 

・応急危険度判定の実施に関すること。 

 

 

 

 

 

水道班 

上下水道課 

・上下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関する

こと。 

（追加） 

・飲料水、生活用水の供給に関すること。 

・水源の取水停止に関すること。 

・飲料水の摂取制限に関すること。 

（追加） 

 

・家畜の避難に関すること。 

・家畜糞尿の処理、堆肥の移動及び利用制限に関するこ

と。 

・自然災害の復旧に関すること。 

・農協等の関係機関との連絡調整に関すること。 

・農業委員との連絡調整に関すること。 

家畜衛生班 

家畜診療所 

・施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・家畜の被害状況調査に関すること。 

・家畜の衛生及び防疫に関すること。 

・死亡獣畜の処理指導に関すること。 

水産班 

水産課 

・水産関係施設の被害状況調査及び応急対策に関する 

こと。 

・漁港施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・港湾の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・漁協等関係機関との連絡調整に関すること。 

・高潮対策に関すること。 

・港湾内の流出物及び浮遊物に関すること。 

・水産物の出荷制限に関すること。 

・漁業災害金融に関すること。 

商工班 

 商工振興課 

・商工業者の被害調査及び応急対策に関すること。 

・必要物資等の確保あっせん及び調達に関すること。 

・商工業者の災害金融に関すること。 

 
 

建設部 

建設部長 

土木班・管理班 

建設課 

（削除） 

・道路、橋梁及び河川の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

・砂防施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・応急対策資材の確保に関すること。 

・交通途絶時の迂回路の確保に関すること。 

・都市計画施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

・市営住宅の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・応急仮設住宅の建設及び入居に関すること。 

・水防対策に関すること。 

・高潮対策に関すること。 

・建築物の保安上の指導に関すること。 

・建築物の応急危険度判定に関すること。 

・仮設住宅の設計及び工事監理に関すること。 

・災害時における道路及び橋梁の使用に関すること。 

・応急危険度判定の実施に関すること。 

水道班 

上下水道課 

・上下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関する

こと。 

・災害現地及び被災者への給水に関すること。 

・飲料水、生活用水の供給に関すること。 

・水源の取水停止に関すること。 

・飲料水の摂取制限に関すること。 

・給水対策の広報に関すること。 

・上水道の衛生維持に関すること。 
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教育 

教育次長 

教育総務班 

教育総務課 

学校教育課 

学校給食セン

ター 

 幼稚園 

・教育部の被害報告関係のとりまとめ及び応急対策の

連絡調整に関すること。 

・教育施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・学校関係施設の災害時応急利用に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・応急教育に関すること。 

・園児、児童、生徒の避難及び措置に関すること。 

・り災した園児、児童、生徒の保健指導及びメンタルヘ

ルスに関すること。 

・学校給食に関すること。 

・学用品及び教科書の調達に関すること。 

社会教育課・文

化財班 

社会教育課 

・生涯学習施設、体育施設の被害状況調査及び応急対策

に関すること。 

・生涯学習施設、体育施設の災害時応急利用に関するこ

と。 

（追加） 

・避難所の運営支援に関すること。 

・文化財の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

消防 

消防長 

消防総務班 

総務課 

・消防部の被害報告関係のとりまとめ及び応急対策の

連絡調整に関すること。 

・関係機関との連絡調整に関すること。 

・緊急消防援助隊の要請に関すること。 

・通信の確保に関すること。 

・緊急物資、資機材、燃料等の調達に関すること。 

予防班 

予防課 

・災害時の情報収集及び広報活動に関すること。 

・気象予警報の受理伝達に関すること。 

・危険物施設等の応急対策及び安全対策に関すること。 

警防班 

警防課 

・総合的な対策の推進及び連絡調整に関すること。 

・非常招集に関すること。 

・機械器具等の整備配置に関すること。 

・火災等の原因調査に関すること。 

・火災にかかる事故等の報告に関すること。 

・り災証明に関すること。 

消防班 

消防署 

  消防団 

・災害に対する警戒及び防御に関すること。 

・緊急輸送に関すること。 

・避難、誘導又は被災者の救助に関すること。 

・交通情報に関すること。 

・行方不明者の捜索に関すること。 

議会・監査 

議会事務局長 

議会・監査班 

議会事務局 

監査委員事局 

・議会・監査部の被害報告関係のとりまとめ及び応急対

策の連絡調整に関すること。 

・対策本部との連絡調整に関すること。 

・市議会議員との連絡調整及び状況報告に関すること。 

（追加） 

 

 

教育部 

教育次長 

教育総務班 

教育総務課 

学校教育課 

 

（削除） 

・教育施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

・学校関係施設の災害時応急利用に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・応急教育に関すること。 

・園児、児童、生徒の避難及び措置に関すること。 

・り災した園児、児童、生徒の保健指導及びメンタルヘ

ルスに関すること。 

・学校給食に関すること。 

・学用品及び教科書の調達に関すること。 

 

社会教育班 

社会教育課 

・生涯学習施設、体育施設の被害状況調査及び応急対策

に関すること。 

・生涯学習施設、体育施設の災害時応急利用に関するこ

と。 

・被災者の支援に関すること。 

・避難所の運営支援に関すること。 

（削除） 

消防部 

消防長 

消防総務班 

総務課 

（削除） 

・関係機関との連絡調整に関すること。 

・緊急消防援助隊の要請に関すること。 

・告知放送の運用及びその他の通信の確保に関するこ

と。 

・緊急物資、資機材、燃料等の調達に関すること。 

予防班 

予防課 

・災害時の情報収集及び広報活動に関すること。 

・気象予警報の受理伝達に関すること。 

・危険物施設等の応急対策及び安全対策に関すること。 

警防班 

警防課 

・総合的な対策の推進及び連絡調整に関すること。 

・非常招集に関すること。 

・機械器具等の整備配置に関すること。 

・火災等の原因調査に関すること。 

・火災、危険物にかかる事故等の報告に関すること。 

・り災証明に関すること。 

消防班 

消防署 

  消防団 

・災害に対する警戒及び防御に関すること。 

・緊急輸送に関すること。 

・避難、誘導又は被災者の救助に関すること。 

・交通情報に関すること。 

・行方不明者の捜索に関すること。 

議会・監査部 

議会事務局長 

議会・監査班 

議会事務局 

監査委員事局 

（削除） 

・対策本部との連絡調整に関すること。 

・市議会議員との連絡調整及び状況報告に関すること。 

・被災者の支援に関すること。 

   （上記の各対策部の名称の変更に伴い、地域防災計画の各節における担当部名も変更） 
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 第５編 資料編 

１ 防災関係基本資料 

１－５ 壱岐市消防組織の現況 

 

（略） 

 

消防組織及び消防力の状況                   令和２年１月３１日現在 

消防本部・署所名 職 員 数 
ポ ン プ 

自 動 車 

小型動力

ポ ン プ 

搬 送 車 

積 載 車 
救 急 車 そ の 他 

壱岐市消防本部 11     4 

壱 岐 消 防 署 16 2 1 2 2 1 

郷 ノ 浦 支 署 16 3 1 1 1 1 

勝 本 出 張 所 8 1   1  

小 計 51 6 2 3 4 6 

 
 

 団  長 本部副団長 地区副団長 消防音楽隊 計 

壱岐市消防団本部 １ 5 8 11 25 

 ※消防音楽隊の内、分団所属の者は下記団員数に計上 
 

消防分団名（管轄区域） 団 員 数 
ポ ン プ 

自 動 車 

小型動力

ポ ン プ 

搬 送 車 

積 載 車 
防火水槽 

郷 

ノ 

浦 

地 

区 

地区本部 3     

機動分団（郷ノ浦） 26 3    

第１分団（武生水） 26  3 3 42 

第２分団（渡良） 31  3 3 24 

第３分団（柳田） 21  1 1 23 

第４分団（沼津） 22  2 2 30 

第５分団（志原） 22  1 1 25 

第６分団（初山） 33  3 3 29 

第７分団（三島） 38  6 4 13 

小       計 222 3 19 17 186 

勝 

地区本部 11     

第１分団（勝本浦東部） 19  2 2 2 

第２分団（勝本町一円） 12 1 1 1 3 

本 
 
 

地 
 
 

区 

第３分団（勝本浦西部） 18  2 1 1 

第４分団（東・新城） 23  2 2 44 

第５分団（大久保・坂本・

仲・西戸） 
29  2 2 35 

第６分団（機動隊勝本町一

円・本宮南・白滝・火矢

ノ先・立石） 

36 1 2 2 25 

第７分団 24  2 2 37 

第５編 資料編 

１ 防災関係基本資料 

１－５ 壱岐市消防組織の現況 

 

（略） 

 

消防組織及び消防力の状況                   令和７年４月１日現在 

消防本部・署所名 職 員 数 
ポ ン プ 

自 動 車 

小型動力

ポ ン プ 

搬 送 車 

積 載 車 
救 急 車 そ の 他 

壱岐市消防本部 9     3 

壱 岐 消 防 署 29 2 1 2 2 1 

郷 ノ 浦 支 署 16 3 1 1 1 1 

勝 本 出 張 所 8 1   1  

小 計 62 6 2 3 4 5 

 
 

 団  長 本部副団長 地区副団長 消防音楽隊 計 

壱岐市消防団本部 １ 5 8 16 30 

 ※消防音楽隊の内、分団所属の者は下記団員数に計上 
 

消防分団名（管轄区域） 団 員 数 
ポ ン プ 

自 動 車 

小型動力

ポ ン プ 

搬 送 車 

積 載 車 
防火水槽 

郷 

ノ 

浦 

地 
区 

地区本部 3     

機動分団（郷ノ浦） 28 3    

第１分団（武生水） 25  3 3 42 

第２分団（渡良） 30  3 3 24 

第３分団（柳田） 17  1 1 23 

第４分団（沼津） 22  2 2 30 

第５分団（志原） 23  1 1 25 

第６分団（初山） 32  3 3 29 

第７分団（三島） 39  6 4 13 

小       計 219 3 19 17 186 

勝
本
地
区 

地区本部 11     

第１分団（勝本浦東部） 19  2 2 2 

第２分団（勝本町一円） 12 1 1 1 3 

第３分団（勝本浦西部） 17  1 1 1 

第４分団（東・新城） 24  2 2 44 

第５分団（大久保・坂本・

仲・西戸） 
28  2 2 35 

第６分団（機動隊勝本町一

円・本宮南・白滝・火矢

ノ先・立石） 

25 1 2 2 25 

第７分団 24  2 2 37 
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（宮本仲・西・東・布気） 

小       計 172 2 13 12 147 

芦 
 
 
 

辺 
 
 
 

地 
 
 
 

区 

地区本部 3     

第１分団（芦辺町一円・芦

辺浦・大石） 
32 1 1 1 13 

第２分団（八幡浦・棚江） 27  1 1 10 

第３分団（諸吉） 29  1 1 26 

第４分団（深江） 20  1 1 28 

第５分団（中野郷） 19  1 1 26 

第６分団（湯岳） 12  1 1 16 

第７分団（住吉） 10  1 1 20 

第８分団（国分） 14  1 1 19 

第９分団（芦辺町一円・瀬

戸浦） 
21 1 1 1 13 

第10分団（瀬戸浦） 41  1 1 19 

第11分団（箱崎一円） 33  1 1 18 

小       計 258 2 11 11 208 

石 

田 

地 

区 

地区本部 7     

第１分団（印通寺浦） 26  2 2 1 

第２分団（石田、筒城、山

崎） 
40  1 1 85 

第３分団（池田、久喜、湯

岳） 
45  2 2 47 

小       計 118  9 9 133 

合計（消防団本部含む。） 795 7 52 49 674 
 

（宮本仲・西・東・布気） 

小       計 170 2 12 12 147 

芦 
 
 
 

辺 
 
 
 

地 
 
 
 

区 

地区本部 0     

第１分団（芦辺町一円・芦

辺浦・大石） 
31 1 1 1 13 

第２分団（八幡浦・棚江） 26  1 1 10 

第３分団（諸吉） 29  1 1 26 

第４分団（深江） 20  1 1 28 

第５分団（中野郷） 19  1 1 26 

第６分団（湯岳） 11  1 1 16 

第７分団（住吉） 10  1 1 20 

第８分団（国分） 14  1 1 19 

第９分団（芦辺町一円・瀬

戸浦） 
21 1 1 1 13 

第10分団（瀬戸浦） 40  1 1 19 

第11分団（箱崎一円） 33  1 1 18 

小       計 254 2 11 11 208 

石 

田 

地 

区 

地区本部 7     

第１分団（印通寺浦） 25  2 2 1 

第２分団（石田、筒城、山

崎） 
40  1 1 85 

第３分団（池田、久喜、湯

岳） 
42  2 2 47 

小       計 114  9 9 133 

合計（消防団本部含む。） 787 7 51 49 674 
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 ５ 医療関係資料 

５－１ 医療機関一覧 

 １ 病院                         （令和６年７月３１日現在） 

医 療 

機 関 

名 

所 在 地 

病   床   数 
診 療 科 

目 

電話

番号 

ＦＡＸ番

号 

備
考 精神 感染 結核 療養 一般 計 

医療法人

玉 水 会 

赤木病院 

郷ノ浦町

本村触 111 
─ ─ ─ 53 9 62 

内・呼・消・

循・小・精・

外・整・皮・

泌・婦・こう 

47－

0085 

47－

5570 
 

長 崎 県 

壱岐病院 

郷ノ浦町

東触 1626 
50 4 6 48 120 228 

内・小・精・

外・整・産・

眼・耳・リ

ハ・放・脳・

皮・泌・呼・

リウ・消・

循・麻・人工

透析内科・

腎臓内科・

糖尿病内分

泌内科 

47－

1131 

47－

5607 

告
災 

医療法人

協 生 会 

品川病院 

郷ノ浦町

東触 854－

2 

─ ─ ─ ─ 48 48 

内・小・外・

整・産・ア

レ・泌・リ

ハ・脳・リ

ウ・消 

47－

0121 

47－

5335 
 

社会医療

法人玄州

会 

光武内科

循環器科

病 院 

郷ノ浦町

郷ノ浦 15

－3 

─ ─ ─ 48 40 88 

内・呼・消・

循・神内・

皮・リハ 

47－

0023 

47－

5404 
告 

  計 50 4 6 149 217 426     

 

（略） 

５ 医療機関資料 

５－１ 医療機関一覧 

 １ 病院                        （令和７年１１月３０日現在） 

医 療 

機 関 

名 

所 在 地 

病   床   数 
診 療 科 

目 

電話

番号 

ＦＡＸ番

号 

備
考 精神 感染 結核 療養 一般 計 

医療法人

玉 水 会 

赤木病院 

郷ノ浦町

本村触 111 
─ ─ ─ 15 9 24 

内・呼・消・

循・小・精・

外・整・皮・

泌・婦・こう 

47－

0085 

47－

5570 
 

長 崎 県 

壱岐病院 

郷ノ浦町

東触 1626 
50 4 6 48 120 228 

内・小・精・

外・整・産・

眼・耳・リ

ハ・放・脳・

皮・泌・呼・

リウ・消・

循・麻・人工

透析内科・

腎臓内科・

糖尿病内分

泌内科 

47－

1131 

47－

5607 

告
災 

医療法人

協 生 会 

品川病院 

郷ノ浦町

東触 854－

2 

─ ─ ─ ─ 44 44 

内・小・外・

整・産・ア

レ・泌・リ

ハ・脳・リ

ウ・消 

47－

0121 

47－

5335 
 

社会医療

法人玄州

会 

光武内科

循環器科

病 院 

郷ノ浦町

郷ノ浦 15

－3 

─ ─ ─ 48 40 88 

内・呼・消・

循・神内・

皮・リハ 

47－

0023 

47－

5404 
告 

  計 50 4 6 111 213 384     

 

（略） 
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頁 現行計画 

 ６ 避難関係資料 

 １ 指定緊急避難場所・指定避難所 

 

地区名 番号 施 設 名 称 区分 所  在  地 電話番号 避難所 
緊急避難場所 

洪水 土砂 高潮 地震 津波 大規模な火事 

武生水 １ 壱岐文化ホール 公共 郷ノ浦町本村触445 47－4111 ○ （追加） ○ ○ ○ （追加） ○ 

武生水 ２ 盈科小学校 学 郷ノ浦町本村触589 47－0123 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

武生水 ３ 郷ノ浦中学校 学 郷ノ浦町本村触75 47－0424 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

武生水 ４ 大谷公園体育館 公共 郷ノ浦町田中触1223 47－3611 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

武生水 ５ 壱岐高等学校 学 郷ノ浦町片原触88 47－0082 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

渡良 ６ 渡良事務所 公共 郷ノ浦町渡良南触422-1 47－0801 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

渡良 ７ 渡良小学校 学 郷ノ浦町渡良南触365 47－0813 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大 島 ８ 三島小学校 学 郷ノ浦町大島815 47－0136 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大 島 ９ 大島僻地保健福祉館 公共 郷ノ浦町大島607  ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

長 島 10 長島老人憩いの家 公共 郷ノ浦町長島672 ― ○ ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 

原 島 11 原島老人憩いの家 公共 郷ノ浦町原島487－2 ― ○ ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 

柳 田 12 柳田小学校 学 郷ノ浦町柳田触885 47－0312 ○ ○ ○ ○ ○ （追加） ○ 

沼 津 13 沼津地区公民館 公共 郷ノ浦町長峰本村触836-3 46-0001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沼 津 14 沼津小学校 学 郷ノ浦町小牧東触184 46－0004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

志 原 15 志原小学校 学 郷ノ浦町大原触115 47－0754 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 16 初山地区公民館 公共 郷ノ浦町初山東触237-2 47-0721 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 17 初山小学校 学 郷ノ浦町初山西触807－１ 47－0707 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 18 郷ノ浦町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 公共 郷ノ浦町坪触3099 47－0132 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 19 勝本地区公民館 公共 勝本町勝本浦211－３ 42－0747 ○ ○ ○  ○  ○ 

勝本浦 20 勝本小学校 学 勝本町坂本触262 42－0034 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 21 勝本中学校 学 勝本町仲触1846 42－0016 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 22 西部地区老人憩いの家 公共 勝本町勝本浦389 ― ○ ○ ○    ○ 

勝本浦 23 勝本町漁村センター 公共 勝本町勝本浦575-61 42－1180 ○ ○ ○    ○ 

勝本 

在部 
24 勝本町ふれあいセンターかざはや 公共 勝本町大久保触1736－２ 42－3200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
25 壱岐市役所 勝本庁舎 公共 勝本町西戸触182-5 42-1111 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
26 霞翠小学校 学 勝本町西戸触550 42－0041 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
27 壱岐商業高等学校 学 勝本町新城西触282 42－0205 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
28 新城地区老人憩いの家 公共 勝本町北触37 48－1111 ○ ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 

鯨 伏 29 立石地区老人憩いの家 公共 勝本町立石南触583 43－0874 ○ ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 
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頁 現行計画 

鯨 伏 30 湯本地区公民館 公共 勝本町布気触818－10 43－0130 ○ ○ ○  ○  ○ 

鯨 伏 31 鯨伏小学校 学 勝本町立石南触1137－2 43－0013 ○ ○ ○  ○  ○ 

鯨 伏 32 布気地区老人憩いの家 公共 勝本町百合畑触398 43－0824 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

芦 辺 33 壱岐島開発総合センター 公共 芦辺町諸吉大石触197 45－3693 ○  ○  ○  ○ 

芦 辺 34 壱岐市役所 芦辺庁舎 公共 芦辺町芦辺浦562 45-1111 （追加） ○  ○ ○ ○ ○ 

芦 辺 35 芦辺小学校 学 芦辺町芦辺浦546 45－0323 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

芦 辺 36 芦辺浦住民集会所 公共 芦辺町芦辺浦85－３ 45－0066 ○ ○ ○  ○  ○ 

芦 辺 37 芦辺保育所 公共 芦辺町諸吉大石触665 45－1104 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

八 幡 38 八幡小学校 学 芦辺町諸吉南触1565 45－0325 ○ ○ ○  ○  ○ 

八 幡 39 八幡保育所 公共 芦辺町諸吉本村触1300 45－2766 （追加） ○ ○  ○  ○ 

田 河 40 旧芦辺中学校体育館 学 芦辺町諸吉二亦触1886 45－0343 ○ ○ ○ （追加） ○  ○ 

田 河 41 田河小学校 学 芦辺町諸吉二亦触1659 45－0327 （追加） ○ ○ ○ ○ （追加） ○ 

田 河 42 田河幼稚園 学 芦辺町諸吉二亦触1670 45－2361 （追加） ○ ○ ○ （追加） （追加） ○ 

那 賀 43 芦辺中学校 学 芦辺町中野郷西触400 45－3008 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 44 那賀小学校 学 芦辺町中野郷西触174 45－3304 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 45 那賀地区公民館 公共 芦辺町中野郷西触362 45－3001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 46 那賀幼稚園 学 芦辺町住吉山信触1007 45－1756 （追加） ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 

箱 崎 47 箱崎小学校 学 芦辺町箱崎釘ノ尾触652 45－2320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

箱 崎 48 箱崎幼稚園 学 芦辺町箱崎釘ノ尾触652 45－3399 （追加） （追加） ○ ○ ○ ○ ○ 

箱 崎 49 箱崎僻地保健福祉館 公共 芦辺町箱崎釘ノ尾触1293 48-1111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

瀬 戸 50 瀬戸小学校 学 芦辺町箱崎大左右触315 45－2337 （追加） ○ ○ ○ ○ （追加） ○ 

瀬 戸 51 瀬戸幼稚園 学 芦辺町箱崎大左右触920 45－2012 （追加）    ○  ○ 

瀬 戸 52 箱崎地区公民館 公共 芦辺町箱崎大左右触924 45－2001 ○  ○  ○  ○ 

瀬 戸 53 芦辺町クオリティーライフセンターつばさ 公共 芦辺町箱崎中山触2548 45－4500 ○  ○  ○  ○ 

石 田 54 農村環境改善センター 公共 石田町池田東触671－１ 44－5179 ○ （追加） ○ ○ ○ （追加） ○ 

石 田 55 石田スポーツセンター 公共 石田町石田西触1264－４ 44－5159 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石 田 56 石田小学校 学 石田町石田西触1238 44－5012 （追加） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石 田 57 石田中学校 学 石田町石田西触1547 44－5013 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石 田 58 石田町総合福祉センター 公共 石田町石田西触1486-1 44－6150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

筒 城 59 筒城小学校 学 石田町筒城西触191 44－5004 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

筒 城 60 筒城地区公民館 公共 石田町筒城西触157 44－6664 ○ ○ ○ ○ （追加） ○ ○ 

筒 城 61 筒城浜ふれあいセンター 公共 石田町筒城仲触1885 44－6155 ○ ○ ○  ○  ○ 

久 喜 62 久喜地区住民センター 公共 石田町久喜触181 44－6798 ○ ○ ○ ○ （追加） （追加） ○ 

※学校教育施設については、体育館を主な避難所とする。 
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頁 修正計画 

 

６ 避難関係資料 

 １ 指定緊急避難場所・指定避難所 

 

地区名 番号 施 設 名 称 区分 所  在  地 電話番号 避難所 
緊急避難場所 

洪水 土砂 高潮 地震 津波 大規模な火事 

武生水 １ 壱岐文化ホール 公共 郷ノ浦町本村触445 47－4111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

武生水 ２ 盈科小学校 学 郷ノ浦町本村触589 47－0123 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

武生水 ３ 郷ノ浦中学校 学 郷ノ浦町本村触75 47－0424 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

武生水 ４ 大谷公園体育館 公共 郷ノ浦町田中触1223 47－3611 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

武生水 ５ 壱岐高等学校 学 郷ノ浦町片原触88 47－0082 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

渡良 ６ 渡良事務所 公共 郷ノ浦町渡良南触422-1 47－0801 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

渡良 ７ 渡良小学校 学 郷ノ浦町渡良南触365 47－0813 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大 島 ８ 三島小学校 学 郷ノ浦町大島815 47－0136 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大 島 ９ 大島僻地保健福祉館 公共 郷ノ浦町大島607 ― ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

長 島 10 長島老人憩いの家 公共 郷ノ浦町長島672 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

原 島 11 原島老人憩いの家 公共 郷ノ浦町原島487－2 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

柳 田 12 柳田小学校 学 郷ノ浦町柳田触885 47－0312 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沼 津 13 沼津地区公民館 公共 郷ノ浦町長峰本村触836-3 46－0001 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

沼 津 14 沼津小学校 学 郷ノ浦町小牧東触184 46－0004 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

志 原 15 志原小学校 学 郷ノ浦町大原触115 47－0754 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 16 初山地区公民館 公共 郷ノ浦町初山東触237-2 47－0721 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 17 初山小学校 学 郷ノ浦町初山西触807－１ 47－0707 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

初 山 18 郷ノ浦町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 公共 郷ノ浦町坪触3099 47－0132 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 19 勝本地区公民館 公共 勝本町勝本浦211－３ 42－0747 ○ ○ ○  ○  （削除） 

勝本浦 20 勝本小学校 学 勝本町坂本触262 42－0034 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 21 勝本中学校 学 勝本町仲触1846 42－0016 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

勝本浦 22 西部地区老人憩いの家 公共 勝本町勝本浦389 ― ○ ○ ○    （削除） 

勝本 

在部 
23 勝本町ふれあいセンターかざはや 公共 勝本町大久保触1736－２ 42－3200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
24 壱岐市役所 勝本庁舎 公共 勝本町西戸触182-5 42－1111 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
25 霞翠小学校 学 勝本町西戸触550 42－0041 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
26 壱岐商業高等学校 学 勝本町新城西触282 42－0205 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

勝本 

在部 
27 新城地区老人憩いの家 公共 勝本町北触37 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

鯨 伏 28 立石地区老人憩いの家 公共 勝本町立石南触583 43－0874 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

鯨 伏 29 湯本地区公民館 公共 勝本町布気触818－10 43－0130 ○ （削除） （削除）  ○  ○ 
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鯨 伏 30 鯨伏小学校 学 勝本町立石南触1137－2 43－0013 ○ （削除） （削除）  ○  ○ 

鯨 伏 31 布気地区老人憩いの家 公共 勝本町百合畑触398 43－0824 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

芦 辺 32 壱岐島開発総合センター 公共 芦辺町諸吉大石触197 45－3693 ○ （削除） ○  ○  ○ 

芦 辺 33 壱岐市役所 芦辺庁舎 公共 芦辺町芦辺浦562 45－1111 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

芦 辺 34 芦辺小学校 学 芦辺町芦辺浦546 45－0323 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

芦 辺 35 芦辺浦住民集会所 公共 芦辺町芦辺浦85－３ 45－0066 ○ ○ ○  ○  （削除） 

芦 辺 36 芦辺保育所 公共 芦辺町諸吉大石触665 45－1104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

八 幡 37 八幡小学校 学 芦辺町諸吉南触1565 45－0325 ○ ○ ○  ○  ○ 

八 幡 38 八幡保育所 公共 芦辺町諸吉本村触1300 45－2766 ○ ○ ○  ○  ○ 

田 河 39 旧芦辺中学校体育館 学 芦辺町諸吉二亦触1886 45－0343 ○ ○ （削除） ○ ○  ○ 

田 河 40 田河小学校 学 芦辺町諸吉二亦触1659 45－0327 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

田 河 41 田河幼稚園 学 芦辺町諸吉二亦触1670 45－2361 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

那 賀 42 芦辺中学校 学 芦辺町中野郷西触400 45－3008 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 43 那賀小学校 学 芦辺町中野郷西触174 45－3304 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 44 那賀地区公民館 公共 芦辺町中野郷西触362 45－3001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

那 賀 45 那賀幼稚園 学 芦辺町住吉山信触1007 45－1756 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

箱 崎 46 箱崎小学校 学 芦辺町箱崎釘ノ尾触652 45－2320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

箱 崎 47 箱崎幼稚園 学 芦辺町箱崎釘ノ尾触652 45－3399 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

箱 崎 48 箱崎僻地保健福祉館 公共 芦辺町箱崎釘ノ尾触1293 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

瀬 戸 49 瀬戸小学校 学 芦辺町箱崎大左右触315 45－2337 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

瀬 戸 50 瀬戸幼稚園 学 芦辺町箱崎大左右触920 45－2012 ○    ○  ○ 

瀬 戸 51 箱崎地区公民館 公共 芦辺町箱崎大左右触924 45－2001 ○  ○  ○  ○ 

瀬 戸 52 芦辺町クオリティーライフセンターつばさ 公共 芦辺町箱崎中山触2548 45－4500 ○  ○  ○  ○ 

石 田 53 農村環境改善センター 公共 石田町池田東触671－１ 44－5179 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石 田 54 石田スポーツセンター 公共 石田町石田西触1264－４ 44－5159 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石 田 55 石田小学校 学 石田町石田西触1238 44－5012 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

石 田 56 石田中学校 学 石田町石田西触1547 44－5013 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

石 田 57 石田町総合福祉センター 公共 石田町石田西触1486-1 44－6150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

筒 城 58 筒城小学校 学 石田町筒城西触191 44－5004 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

筒 城 59 筒城地区公民館 公共 石田町筒城西触157 44－6664 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

筒 城 60 筒城浜ふれあいセンター 公共 石田町筒城仲触1885 44－6155 ○ ○ （削除）  ○  ○ 

久 喜 61 久喜地区住民センター 公共 石田町久喜触181 44－6798 ○ ○ （削除） ○ ○ ○ ○ 

※学校教育施設については、体育館を主な避難所とする。 

 

 
  


